
 

 

 

 

 

 

  第 １ ２ 号 議 案  

 

 

新 宿 区 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例  

 

 

   上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

 

 

 

    令 和 ８ 年 ２ 月 １ ７ 日  

 

 

 

          提 出 者  新 宿 区 長   吉 住  健 一  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 宿 区 条 例 第 ２ 号  

 

新 宿 区 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例  

 

新 宿 区 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 平 成 1 0 年 新 宿 区 条 例

第 3 6 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 3 条 第 1 項 第 1 号 中 「 都 市 計 画 部 建 築 指 導 課 」 を 「 都 市 計 画 部

防 災 都 市 づ く り 課 又 は 都 市 計 画 部 建 築 指 導 課 」 に 改 め 、 同 項 第 2 号

中 「 総 務 部 施 設 課 」 の 次 に 「 、 都 市 計 画 部 防 災 都 市 づ く り 課 」 を 加

え る 。  

 第 5 条 第 1 項 中 「 次 に 掲 げ る 場 合 」 を 「 子 ど も 総 合 セ ン タ ー 子 ど

も 相 談 支 援 課 に 所 属 す る 職 員 で 、 児 童 相 談 所 に 係 る 業 務 の 研 修 と し

て 他 の 地 方 公 共 団 体 に 派 遣 さ れ て い る も の が 、児 童 福 祉 法（ 昭 和 2 2

年 法 律 第 1 6 4 号 ） 第 1 2 条 第 3 項 に 規 定 す る 業 務 （ 同 法 第 1 1 条 第 1

項 第 2 号 ホ に 掲 げ る も の を 除 く 。）を 行 う た め の 家 庭 訪 問 、指 導 、相

談 等 の 業 務 に 従 事 し た と き 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 削 り 、 同 条 第 2 項

中 「 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 」

を 「 9 5 0 円 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 削 る 。  

 

附  則  

 

こ の 条 例 は 、 令 和 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 （ 提 案 理 由 ）  

 昇 降 機 等 の 検 査 業 務 等 に 従 事 し た 場 合 に 支 給 す る 特 定 危 険 現 場 業

務 手 当 の 支 給 に 係 る 対 象 組 織 を 追 加 す る と と も に 、 新 宿 区 に お け る

児 童 相 談 所 の 設 置 に 係 る 方 針 の 変 更 に 伴 い 児 童 相 談 所 等 現 業 手 当 の

支 給 対 象 と な る 業 務 を 見 直 す 必 要 が あ る た め  

 


